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法令名 介護保険法 根拠条項 

附則第１０条

第１項におい

て準用する医

療法第１１１

条 

不利益処

分の種類 

介護老人保健施設又は介護医

療院の開設者に対する医師の

健康状態把握のための体制整

備等に係る改善命令 

○介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

附 則 

（医療法の準用等） 

第１０条 医療法第１０７条、第１０８条及び第１１０条から第１１２条までの規定は、介護老人

保健施設及び介護医療院について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術

的読替えは、政令で定める。 

 

○介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号） 

  附 則 

（介護老人保健施設及び介護医療院に関する読替え） 

第７条の２ 法附則第１０条第１項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

医療法の規定中

読み替える規定 

読み替えられる

字句 

読み替える字句 

第１１１条 第１０７条 介護保険法附則第１０条第１項において準用する第１０７条 

第１０８条第１

項 

同項において準用する第１０８条第１項 

同条第２項ただ

し書 

同法附則第１０条第１項において準用する第１０８条第２項た

だし書 

同条第８項 同法附則第１０条第１項において準用する第１０８条第８項 

同条第６項 同法附則第１０条第１項において準用する第１０８条第６項 

第１１２条 第１０８条から

第１１０条まで 

介護保険法附則第１０条第１項において準用する第１０８条及

び第１１０条 

第１０８条第１

項 

同項において準用する第１０８条第１項 

第１１０条第１

項本文 

同法附則第１０条第１項において準用する第１１０条第１項本

文 

 

○医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

〔医師の健康状態把握のための体制の整備〕 

第１０７条 病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務する医師の健康状

態を把握し、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。 

〔面接指導〕 

第１０８条 病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、

各月の労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者（以下この条において「面接指



導対象医師」という。）に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師（面接指導対象医師

に対し、面接指導（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要

な指導を行うことをいう。以下同じ。）を行うのに適切な者として厚生労働省令で定める要件に

該当する者に限る。以下この条において「面接指導実施医師」という。）による面接指導を行わ

なければならない。 

２ 面接指導対象医師は、前項の規定により病院又は診療所の管理者が行う面接指導を受けなけれ

ばならない。ただし、当該管理者の指定した面接指導実施医師が行う面接指導を受けることを希

望しない場合において、他の面接指導実施医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接

指導を受け、その結果を証明する書面を当該管理者に提出したときは、この限りでない。 

３ 病院又は診療所の管理者は、面接指導実施医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

面接指導対象医師の労働時間に関する情報その他の面接指導実施医師が面接指導を適切に行う

ために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。 

４ 病院又は診療所の管理者は、第１項又は第２項ただし書の規定による面接指導の結果に基づ

き、当該面接指導対象医師の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定める

ところにより、面接指導実施医師の意見を聴かなければならない。 

５ 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による面接指導実施医師の意見を勘案し、その必要が

あると認めるときは、当該面接指導対象医師の実情を考慮して、厚生労働省令で定めるところに

より、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じなければならない。 

６ 病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師について、各月の当該面接指導対象医師の労働

時間の状況が特に長時間であるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、厚生

労働省令で定めるところにより、労働時間の短縮のために必要な措置を講じなければならない。 

７ 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、第１項及び第２項ただし書

の規定による面接指導、第４項の規定による面接指導実施医師の意見の聴取並びに前２項の規定

による措置の内容を記録し、これを保存しなければならない。 

８ 面接指導対象医師に対し、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第６６条の８第１項の

規定による面接指導（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）が行われている場合

には、第１項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。 

〔改善命令〕 

第１１１条 都道府県知事は、病院又は診療所の管理者が、正当な理由がなく、第１０７条に規定

する必要な体制の整備をしていないと認めるとき、第１０８条第１項の規定による面接指導を行

つていないと認めるとき（同条第２項ただし書に規定する書面が提出されている場合及び同条第

８項に規定する場合を除く。）又は同条第６項に規定する必要な措置を講じていないと認めると

きは、当該病院又は診療所の開設者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

 


